







次世代育成支援対策推進法に基づく
佐久穂町特定事業主行動計画

～ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた職場づくり～
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１　目的
　国が平成15年7月に制定した次世代育成支援対策推進法により、国、地方公共団体、事業主など社会全体での取組みを積極的に推進してくこととされ、その中で地方公共団体は「特定事業主」との位置づけで、職員の仕事と子育ての両立を支援するため集中的・計画的な実行性のある取組みを策定することが定められています。
同法は、平成27年4月の一部改正により、令和6年度末まで延長されましたが、さらに令和16年度末まで延長されました。よって、佐久穂町では、令和6年度末まで定めていた佐久穂町特定事業主行動計画の見直しを行い、さらに次世代育成支援に資するよう計画を策定しました。

２　計画期間
　令和7年12月１日から令和12年３月31日までの期間とします。

３　現状分析
（１）子どもの出生時における男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得状況
	項　　目
	令和５年度
	令和６年度

	配偶者出産休暇取得日数
	６日
	６日

	育児参加のための休暇取得日数
	15日
	12日


　　
　　子どもの出生時における男性職員の特別休暇制度については、以前と比べ周知されているが、制度の啓発をさらに図るとともに、職場全体で父親となる職員が特別休暇を取得できるよう、利用した場合の職場での理解や協力が得られるよう環境整備が必要です。

【子どもの出生時における男性職員の特別休暇制度の概要】
　・配偶者の出産休暇…妻の出産に伴う入退院の付添い等を行う職員に与えられる休暇（妻の入　院から出産の日後２週間までの間に２日以内）
　・育児参加休暇…妻の産前産後期間中に、出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性職員に与えられる休暇（５日以内）

（２）育児休業取得者数（複数年にわたる場合あり）　
	区　分
	育児休業取得率
	平均取得期間（令和６年度）

	女性
	100％
	１年５ヶ月

	男性
	０％
	―


　　
　　町においては、出産した女性職員は、全員が利用しており、１回の出産で利用する期間は、１年から３年の幅で、職場や家庭環境等により様々です。女性の育児休業については、全体的には、制度の普及や理解が進んでおり、職場環境も整備されています。最近５年間では、男性職員は、1カ月程度の育児休業を取得している職員が5名います。

【育児休業制度の概要】
　・育児休業…３歳に達するまでの子を養育するため、一定期間勤務しないことを認めるもの

（３）年次有給休暇取得状況（令和６年）
	区　分
	対象人数
	平均取得日

	女性
	76人
	12.7日

	
	保育園
	19人
	10.9日

	
	老健施設
	14人
	7.4日

	男性
	88人
	11.7日

	全体
	164人
	12.2日


　　
　　年間20日の休暇が付与されるが、全体では、12.2日と約６割の利用となっており、以前と比べ休暇が取りやすい状況に改善されています。女性の方が男性より約1日多く取得していますが、職場により取りやすさに差が出ています。


４　今後取り組むべき課題
〈課題①〉　出生時において休暇を取得しやすい職場づくりが必要
安心して出産や子育てが行えるよう、休暇を取得しやすい職場環境の整備や職員に対して各種休暇制度の内容を引き続き周知することが求められています。

〈課題②〉育児休業を取得しやすい職場づくりが必要
家庭内での男性職員の積極的な育児参加や育児休業を取得しやすい職場環境の整備が求められています。

〈課題③〉年次有給休暇を取得しやすい職場づくりが必要
休暇を取得しやすい職場環境の整備が求められています。

５　具体的な取組み項目
　今後取り組むべき課題へ対応するため、次の具体的な取組み項目・目標を設定し推進します。

（１）出生時における休暇を取得しやすい職場づくり（課題①への対応）
　　①休暇を取得しやすい職場の雰囲気づくり
　所属長は、所属職員に対して妊娠中や子育て中の職員の状況などを伝え、職員の理解・協力を得て、出産・子育てに対して職場で応援する雰囲気づくりに努めます。
　　②子どもの出生時における男性職員の休暇等の取得の促進
　　　子どもの出生時における男性職員の特別休暇（配偶者の出産休暇２日、育児参加のための　　　休暇５日）について、対象となる全ての男性職員及び所属長への周知を徹底し、特別休暇の取得を促進します。
　　　（取組み目標）
	項　目
	取得率

	配偶者の出産休暇
	80％[令和６年度実績：　　75％]

	育児参加のための休暇
	80％[令和６年度実績：　　75％]


　　③女性職員の出産に関する特別休暇制度の周知徹底
　　　母性保護及び母性健康管理の観点から制度化している特別休暇等について、職員への周知　徹底を図ります。
　　④妊娠中の職員の健康や安全の配慮
　　　妊娠した職員は、所属長に申し出を行い、所属長は妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、　業務分担の見直しを行います。

（２）育児休業を取得しやすい職場づくり（課題②への対応）
　　①育児休業制度の周知徹底
　　　全職員に対して、子育てに関する休業制度のチラシなどで、育児休業の取得例や手続きの方法、経済的な支援制度の周知徹底を図ります。 
　　　・育児休業
　　　・育児短時間勤務
　　　・部分休業
　　②育児休業の取得促進
　　　所属長は、職員が育児休業を取得しやすいように、職場全体の理解や協力が得られる雰囲　　気づくりに努めます。
　　　また、子どもの誕生後において、総務課は当該職員及び所属長に対して改めて制度内容の周知の徹底を行うとともに、相談しやすい体制の整備や育児休業中の代替職員の配置などに取り組みます。
　　　（取組み目標）　
	項　目
	取得率

	女性職員の育児休業取得率
	100％[令和６年度実績：100％]

	男性職員の育児休業取得率
	80％ [令和6年度実績：0％]


　　
③育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援
　　　育児休業を取得した休業中の職員に対して、必要な業務情報を提供するとともに、育児をしながら研修可能な「e－ラーニング学習」を紹介するなど、復職する職員の不安の解消と円滑な職場復帰を支援します。
　　　また、テレワークの導入など登庁しなくても仕事が続けられる環境整備について導入したため、今後も継続する。
　　
（３）年次有給休暇を取得しやすい職場づくり（課題③への対応）
　　①事務事業の見直しの推進
　　　所属長は、業務について、目的、効果、必要性等を十分に検証し、積極的に事務事業の見直しを行います。
　　②職員の効率的勤務のための意識改革
　　　職員一人ひとりが事務の簡素化や合理化を行うための手法を常に考え、より効率的・効果　　的に業務を行うことができるよう、研修等を通じて職員の意識改革に努めます。
　　　また、所属長は、所属職員の時間外勤務の状況を把握し、適切に管理を行うとともに、一斉定時退庁日の検討などに取り組みます。 
　　③年次有給休暇の取得の促進
　　　所属長は、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気づくりや計画的な取得の促進に努めます。
　　　（取組み目標）
	項　目
	取得日数

	職員一人当たりの年次有給休暇取得日数（年間）
	14日以上[令和６年実績：12.2日]


　　④連続休暇等の取得の促進
　　　週休日や祝祭日、夏季休暇等と年次有給休暇を併せた連続休暇の取得や地域団体活動や地　域行事などへの積極的な参加のための年次有給休暇の取得を促進します。

（４）その他
　　①人事評価への反映
　　　仕事と生活の調和の推進に資する「効率的な業務運営」や「良好な職場づくり」への取り組みについては、人事評価へ反映する仕組みを研究します。
　　②地域における子育て支援等
　　　子どもを連れた人が安心して来庁できるようバリアフリーを推進します。
　　　地域における子育て支援活動への職員の積極的な参加の支援等、子ども・子育てに関する地域貢献活動を実施します。
　　　機関内における家庭教育に関する学習会等を開催します。
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